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諮問庁：出入国在留管理庁長官 

諮問日：令和４年３月１７日（令和４年（行個）諮問第５０８１号） 

答申日：令和７年３月２８日（令和６年度（行個）答申第５０１４号） 

事件名：本人の被相続人である特定個人に係る特定期間の医療情報等の不開示

決定（保有個人情報非該当）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の２の【大セ個第１１号関係】の部分に掲げる保有個人情報（以下

「本件対象保有個人情報」という。）につき、その全部を特定個人Ｂを本

人とする保有個人情報に該当しないとして不開示とした決定については、

これにつき改めて開示決定等をすべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）

１２条１項の規定に基づく開示請求に対し、令和３年９月２２日付け大セ

総第２２６号により入国者収容所大村入国管理センター所長（以下「処分

庁」という。）が行った不開示決定（以下「原処分」という。）について、

その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人が主張する審査請求の理由は、審査請求書及び意見書による

と、おおむね以下のとおりである（添付資料は省略する。）。 

（１）審査請求書 

   ア 特定個人Ａの相続人特定個人Ｂの法定代理人親権者母である審査請

求人は、２０２１（令和３）年６月３０日付けで、特定個人Ａの収

容状況及び死因原因に関する情報について、処分庁に対し、保有個

人情報開示請求を行った。 

     そして、審査請求人は、２０２１（令和３）年９月２２日付けで、 

処分庁から原処分を受けた。 

イ 以下のとおり、原処分は違法である。 

国によって身体拘束されている間に死亡した被相続人の収容状況及

び死亡原因に関する情報は、相続人固有の財産である国家賠償請求権

の発生要件が充足されているか否かを示す個人情報の性質を有するか

ら、相続人にとって「自己を本人とする保有個人情報」（法１２条１

項）に該当する。 

  それにもかかわらず、国によって身体拘束されている問に死亡した
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特定個人Ａの相続人の法定代理人親権者母である審査請求人がした本

件保有個人情報開示請求につき、全部を開示しないとした本件処分は、

法１２条１項に反し違法である。 

ウ 参考裁判例 

  資料として以下の裁判例を提出する（以下の裁判例の表記は原文マ

マ。） 

（ア）東京高判平成１１年８月２３日（出典略） 

（イ）名古屋高金沢支判平成１６年４月１９日（出典略） 

（ウ）大阪高裁平成２５年１０月２５日判決 

（エ）大阪地裁令和元年６月５日判決（出典略） 

（オ）鳥取地裁令和３年２月１２日判決 

（２）意見書 

   資料１（訴状）のとおり、特定個人Ａの相続人特定個人Ｂは、２０２

２（令和４）年４月２１日付けで、大阪地方裁判所に対し、国を被告と

して国家賠償請求訴訟を提訴した。 

資料１記載のとおり、死亡した被収容者である特定個人Ａが国に対し

て国家賠償請求権を有しており、特定個人Ｂは特定個人Ａの長女であり、

特定個人Ｂがこの国家賠償請求権を相続することは明らかである。 

そして、国によって身体拘束されている間に死亡した被相続人特定個

人Ａの収容状況及び死亡原因に関する情報は、相続人特定個人Ｂ固有の

財産である国家賠償請求権の発生要件が充足されているか否かを示す個

人情報の性質を有するから、相続人にとって「自己を本人とする保有個

人情報」（法１２条１項）に該当する。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件経緯 

 （１）審査請求人は、令和３年６月３０日（同年７月５日受付）、処分庁に

対し、法の規定に基づき、別紙の１に掲げる保有個人情報（原文ママ）

の開示請求を行った。 

 （２）当該開示請求に対し、処分庁は、別紙の２に掲げる保有個人情報を特

定し、大セ個第１１号関係の保有個人情報（本件対象保有個人情報）に

ついては、全部不開示決定（原処分）を行い、大セ個第２７号ないし第

３５号については、別途、部分開示決定（令和３年９月２２日付け大セ

総第２２５号。以下「別件決定」という。）を行った。 

（３）本件は、この原処分について、令和３年１２月２３日付けで出入国在

留管理庁長官に対し審査請求がなされたものである。 

 ２ 審査請求人の主張の要旨 

   審査請求人は、上記第２の２（１）のとおり原処分は違法である旨を主

張している。 
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 ３ 諮問庁の考え方 

 （１）本件対象保有個人情報の特定について 

 本件対象保有個人情報は、入国者収容所大村入国管理センターが収容

中に死亡した被収容者に関する入国者収容所大村入国管理センターが保

有する診療情報及び処分に関する文書（原文ママ）である。 

 （２）保有個人情報の該当性について 

    法２条２項において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報

であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、

特定の個人を識別できるものと規定されており、死者に関する情報は含

まれないものとされているが、死者に関する情報が遺族の個人情報とな

る場合には、当該遺族は自己の個人情報として開示請求を行うことがで

きるとされている。 

    しかし、単に遺族であるからという理由で開示請求権を有するもので

はなく、死者が有する損害賠償請求権が遺族にも取得し得る等特定の場

合において、死者の情報が遺族の個人情報として開示請求権を有すると

解されるものである。 

    また、処分庁は、本件対象保有個人情報に審査請求人（原文ママ）を

本人とする保有個人情報が存在するか確認したところ、同人に関する個

人情報の記載は存在しないことが確認された。 

    以上を踏まえ、本件について検討すると、処分庁に対して開示請求が

なされた時点において、死亡した被収容者に係る国家賠償請求権等とい

った損害賠償請求権を、死亡した被収容者の遺族である審査請求人（原

文ママ）も有している（相続している）と判断できる根拠は存在してお

らず、かつ、本件対象保有個人情報に審査請求人を本人とする個人情報

が含まれていないことから、処分庁が法１２条１項に規定する開示請求

権を有しないとした原処分は妥当である。 

 ４ 結論 

   以上のとおり、審査請求人の主張について、全部不開示決定とした原処

分に誤りは認められないため、原処分を維持し、審査請求を棄却すること

が相当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。 

   ① 令和４年３月１７日  諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年４月２２日    審査請求人から意見書及び資料を収受 

④ 令和７年３月６日   審議 

⑤ 同月２１日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 
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１ 本件開示請求について 

  本件開示請求は、本件対象保有個人情報を含む保有個人情報の開示を求

めるものであるところ、処分庁は、本件対象保有個人情報は、その全部を

法１２条１項に規定する自己（特定個人Ｂ）を本人とする保有個人情報と

は認められず、当該保有個人情報の開示請求権を有していないとして、不

開示とする原処分を行った。 

これに対し、審査請求人は原処分の取消しを求めているところ、諮問庁

は、原処分に誤りはないとしている。 

ところで、関連して指摘しておくに、諮問庁の上記第３の説明中には、

本件対象保有個人情報が審査請求人を本人とする保有個人情報に該当する

か否かを問題にしているように解せなくもない部分もあるが、審査請求人

は、特定個人Ａの唯一の相続人たる子である（この点については諮問書に

添付された書面写しにより認められ、他にこれに反する事情はない。）特

定個人Ｂの法定代理人親権者母として開示請求及び審査請求をしているの

であるから、本件において検討対象となるのは、原処分の述べるとおり、

本件対象保有個人情報が、当該代理行為の効果が帰属する特定個人Ｂを本

人とする保有個人情報に該当するか否かであるということになる。以下、

それを前提に検討する。 

２ 本件対象保有個人情報の特定個人Ｂを本人とする保有個人情報該当性に

ついて 

（１）法１２条１項は、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求するこ

とができると規定しており、また、法２条２項は、「個人情報」とは生

存する個人に関する情報であると規定していることからすれば、法が開

示請求の対象として予定するのは、生存する個人に関する自己を本人と

する保有個人情報のみであると解されるが、死者に関する情報であって

も、それが開示請求者（本件の場合は、特定個人Ｂ。以下同じ。）を本

人とする保有個人情報でもあると認められる場合には、開示請求者は、

自己を本人とする個人情報として当該保有個人情報の開示を請求するこ

とができるものと解される。 

そして、ある情報が、自己を本人とする保有個人情報に当たるか否か

は、当該情報と当該個人の関係を個別的に検討して判断すべきものであ

る。 

 （２）本件対象保有個人情報が、特定個人Ｂを本人とする保有個人情報であ

るとは認められないとする理由について、当審査会事務局職員をして諮

問庁に更に確認させたところ、諮問庁は以下のとおり補足して説明する。 

本件における諮問庁の考え方については上記第３において、死者が 

有する損害賠償請求権が遺族にも取得し得る等特定の場合において、死

者の情報が遺族の個人情報として開示請求権を有するものであり、本件
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については処分庁に対して開示請求がされた時点において、死亡した被

収容者に係る国家賠償請求権等といった損害賠償請求権を、死亡した被

収容者の遺族である特定個人Ｂが有している（相続している）と判断で

きる根拠は存在しないことから原処分は妥当である旨主張した。 

上記における、死者の個人情報が遺族の個人情報として開示請求の対

象となり得る場合について、宇賀克也『新・個人情報保護法の逐条解説』

では、「死者の財産を遺族が相続した場合、当該相続財産に関する情報

は相続人である遺族の個人情報」（宇賀、２０２１、５４頁）とされて

いることから、遺族が被収容者の損害賠償請求権を相続し得る場合は開

示請求権を有する。したがって、本件は死者が有する損害賠償請求権が

遺族に相続されるかについてであるが、民法７０９条より、損害賠償請

求権は不法行為によって生じることから被収容者に対し収容期間中に何

らかの不法行為・不作為があった場合には損害賠償請求権が生じ、審査

請求人は相続によってその権利を取得できると考えられる。 

まず、死亡した被収容者が生前に損害賠償請求権を提起していた場合、

遺族である審査請求人はその権利を取得し得ると考えられるところ、収

容場所である大村入国管理センターにおいて訴訟関係記録を確認したが、

本件対象者である被収容者の収容期間中から死亡までの平成２８年度か

ら令和元年度の間に同人から訴訟を提起された記録は見当たらなかった。 

次に、当該被収容者に対しての不法行為の有無についてであるが、仮

に被収容者に対して不法行為があったとすると被収容者自体が不法行為

に対する申出を行う際には不服申出書をもって行い、職員が意見聴取を

行うところ、同被収容者の収容期間中にそのような不服申出は当庁に対

してされた記録はなかった。また、被収容者の収容期間中に同人に対し

て当庁職員が危害を加える等の行為をしたとされる報告書は作成されて

いなかった。さらに、令和元年１０月に公表された「大村入国管理セン

ター被収容者死亡事案に関する調査報告書」では、被収容者が拒食に及

んだ際、当庁職員は繰り返し食事をとるよう説得したものの、被収容者

は聞き入れることはなく、所内診療の際にも被収容者に対して点滴及び

採血を行おうとしたところ、拒否している旨記載している。第三者専門

医の意見として、拒食に対する一般的な対応としては、拒食によって脳

や臓器に障害が起こりうることを説明し、欠乏しやすいビタミンＢ１な

どの投与を繰り返し勧めるとしており、また治療拒否者に対する治療は

医療倫理上、法が特に許容した場合のみ認められるとしており、大村入

国管理センター診療室医師においても、看守職員らに対し同様の指示を

していた。看守職員らは医師の指示に従い、毎食配膳の際などに接触、

処方薬服用や点滴などを勧めたが本人が一貫してこれを拒否したため治

療の実施に至らなかったものである。 



 6 

また、近隣の医療機関に対して強制的治療の可否について照会したと

ころ、治療を自ら拒否している者に対して治療を行うことは困難である

旨回答があったことから、強制的治療についても望めなかったことを踏

まえると、当庁の被収容者に対する対応について不作為があったと評価

することは困難であり、同人に対して不法行為があったとは認められな

い。 

上記より、本件は被収容者に対する不法行為が認められず、生前に被

収容者が当庁に対して損害賠償請求に係る訴訟を提起していた事実もな

いことから、審査請求人が主張するような死亡した被収容者に係る損害

賠償請求権を審査請求人も有している又は相続していると判断できる根

拠は存在しない。 

（３）そこで検討するに、当審査会において、諮問庁から提示を受けた本件

対象保有個人情報を確認したところ、その内容は、特定個人Ａが入国者

収容所大村入国管理センターに収容されてから死亡するに至るまでの同

人の収容状況、健康状態及び同人に対する医療的措置その他の処遇内容

等についての具体的かつ詳細な記録等であると認められるから、本件対

象保有個人情報は、特定個人Ａが死亡した場合に、相続人である特定個

人Ｂが、相続により、又は固有のものとして取得し得る損害賠償請求権

の有無及び内容・程度等の判断を基礎付ける事実に関する情報であって、

その中に特定個人Ｂを識別できる内容が含まれていないとしても、同人

の権利に密接に関連する情報である。また、本件では、既に国家賠償請

求訴訟が係属中であるが、本件におけるような死亡事案が発生した際に、

遺族が損害賠償請求訴訟を提起することは珍しいことではないところ、

特定個人Ｂが特定個人Ａの相続人であることは本件開示請求の際に提出

された証明書類から容易に判明したのであるから、本件においては、処

分庁にとって、特定個人Ｂが、特定個人Ａの死亡事案について、相続に

より、又は固有のものとして損害賠償請求権を取得し得る立場にあると

判断することが困難であったとは認め難い。     

以上のような本件対象保有個人情報と特定個人Ｂの関係に関する個 

別的事情を総合して判断するならば、本件対象保有個人情報は、特定個

人Ｂにとって、自己を本人とする保有個人情報に該当すると解すべきで

ある。 

 ３ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから、本件対象保有個人情報につき、その全部を法１２条１

項に規定する特定個人Ｂを本人とする保有個人情報に該当しないとして不

開示とした決定については、本件対象保有個人情報は特定個人Ｂを本人と

する保有個人情報に該当すると認められるので、これにつき改めて開示決

定等をすべきであると判断した。 
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（第１部会） 

  委員 合田悦三、委員 木村琢麿、委員 中村真由美 
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別紙 

 

１ 理由説明書（上記第３の１（１））に記載されている保有個人情報 

（１） 診療情報に関する文書に記録された保有個人情報 

特定期間Ａにおける入国者収容所大村入国管理センターが保有する被収

容者（特定個人Ａ）の医療情報に関する以下の書類等を含むすべて（原

文ママ）の書類に記録された保有個人情報 

  ア 被収容者申出書 

イ 健康状態に関する質問書 

ウ 診療録 

エ 診療日報 

オ 診療報告簿 

カ 被収容者診療簿 

キ 診療結果報告書 

ク 健康診断書、健康質問票、健康診断実施計画書、照射録、健康診断実

施状況報告書 

ケ カウンセリング対象者報告書及びカウンセリング実施依頼書 

コ カウンセリング実施報告書 

（２）処遇に関する文書に記録された保有個人情報 

   特定期間Ａにおける入国者収容所大村入国管理センターが保有する被収

容者（特定個人Ａ）の処遇に関する以下の書類等を含むすべての書類に記

録された保有個人情報 

  ア 隔離措置等に関する文書 

（ア）看守勤務日誌 

（イ）幹部職員収容場巡視記録簿 

（ウ）隔離言渡書 

（エ）隔離に関する意見書・報告書、所長等の指示書 

（オ）隔離継続に関する意見書・報告書、所長等の指示書 

（カ）緊急時の隔離に関する報告書・所長等の指示書 

（キ）保護室使用・使用継続についての報告書・所長等の指示書 

イ その他の措置に関する文書 

（ア）制止等の措置報告書 

（イ）戒具使用の報告書・所長等の指示書 

（ウ）看守勤務日誌 

（エ）被収容者の人命に関わる事案の発生についての報告書 

ウ 動静に関ずる文書 

（ア）被収容者の物品（管理）出納簿 

（イ）被収容者の仮放免許可申請記録全て 
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（ウ）被収容者に係る仮放免許可台帳 

（エ）被収容者の被収容者面会簿全て 

（オ）被収容者の面会・物品授与許可申出書全て 

（カ）被収容者の被収容者郵便物発受受信簿 

（キ）被収容者との面接記録書 

（ク）被収容者のその他動静に係る報告書 

 

２ 理由説明書（上記第３の１（２））に記載された特定された保有個人情報 

【大セ個第１１号関係】（本件対象保有個人情報） 

（１）特定期間Ａにおける入国者収容所大村入国管理センターが保有する被収

容者（特定個人Ａ）の医療情報に関する以下の書類等を含む全ての書類

（別件決定により開示決定された文書を除く。）に記録された保有個人情

報 

ア 被収容者申出書 

イ 健康状態に関する質問書 

ウ 診療録 

エ 診療日報 

オ 診療報告簿 

カ 被収容者診療簿 

キ 診療結果報告書 

ク 健康診断書、健康質問票、健康診断実施計画書、照射録、健康診断

実施状況報告書 

ケ カウンセリング対象者報告書及びカウンセリング実施依頼書 

コ カウンセリング実施報告書 

（２）処遇に関する文書 

特定期間Ａにおける入国者収容所大村入国管理センターが保有する被収

容者（特定個人Ａ）の処遇に関する以下の書類等を含むすべての書類（別

件決定により開示決定された文書を除く。）に記録された保有個人情報 

   ア 隔離措置等に関する文書 

（ア）看守勤務日誌 

（イ）幹部職員収容場巡視記録簿 

（ウ）隔離言渡書 

（エ）隔離に関する意見書・報告書、所長等の指示書 

（オ）隔離継続に関する意見書・報告書、所長等の指示書 

（カ）緊急時の隔離に関する報告書・所長等の指示書 

（キ）保護室使用・使用継続についての報告書・所長等の指示書 

イ その他の措置に関する文書 

（ア）制止等の措置報告書 
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（イ）戒具使用の報告書・所長等の指示書 

（ウ）看守勤務日誌 

（エ）被収容者の人命に関わる事案の発生についての報告書 

ウ 動静に関する文書 

（ア）被収容者の物品（管理）出納簿 

（イ）被収容者の仮放免許可申請記録全て 

（ウ）被収容者に係る仮放免許可台帳 

（エ）被収容者の被収容者面会簿全て 

（オ）被収容者の面会・物品授与許可申出書全て 

（力）被収容者の被収容者郵便物発受受信簿 

（キ）被収容者との面接記録書 

（ク）被収容者のその他動静に係る報告書 

（以下【大セ個開第２７号関係ないし同第３９号関係】の部分は、別件決定

により特定された保有個人情報につき略） 


